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特
定
個
人
情
報
保
護
評
価
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
六
年
特
定
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
第
一
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
法
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
法
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例

に
よ
る
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

に
よ
る
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

基
礎
項
目
評
価
書

法
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
行
政
機
関
の
長
等
（
以

一

基
礎
項
目
評
価
書

法
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
行
政
機
関
の
長
等
（
以

下
単
に
「
行
政
機
関
の
長
等
」
と
い
う
。
）
が
、
指
針
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

下
単
に
「
行
政
機
関
の
長
等
」
と
い
う
。
）
が
、
指
針
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

、
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
及
び
特
定
個

、
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
評
価
し
た

人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
特
定
個
人
情
報
を
保
護
す
る
た
め
の
主
な
措
置

結
果
を
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
を
い
う
。

の
実
施
状
況
を
評
価
し
た
結
果
を
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
書
面
又
は
電
磁
的
記

録
を
い
う
。

二
・
三
（
略
）

二
・
三
（
略
）

附

則
（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
特
定
個
人
情
報
保
護
評
価
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
二
項
又
は
旧
規
則
第
十
四
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
て
い
る
旧
規
則
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
基
礎
項
目
評
価
書
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
に
伴
う

変
更
に
つ
い
て
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
旧
規
則
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
修
正
、
提
出
及
び
公
表
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。


